
小籏グループ株式会社

労働者派遣事業に関わる情報

事業所名称 小籏グループ株式会社

事業所所在地 東京都大田区矢口1-25-16

①2023年6月1日付派遣労働者数　 21人　

②2023年度　派遣先事業所数　 3件　

③2023年度　労働者派遣料(1日8時間当たり)平均 25,418円　

④2023年度　派遣労働者の平均賃金(1日8時間当たり)　 15,287円

⑤2023年度　マージン率　＊(③－④)÷③　 39.9％　

労働者派遣法第
30条の4第1項の
労使協定に関す

る事項

キャリア形成支援
制度

その他参考となる
と認められる事項

・労使協定を締結しているか否か: 締結済
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲　
:原則として弊社と派遣労働契約を締結する
すべての派遣労働者
・労使協定の有効期間の終期　:2025年3月
31日

・派遣法に基づく教育訓練
・派遣先での資格取得等キャリア形成教育
訓練

一定の就労時間を満たす場合：社会保険へ
の加入(健康保険・厚生年金・雇用保険・介
護保険)　健康保険の加入による傷病手当金
等各種手当金制度
・提携先による各種福利厚生制度
・定期健康診断・ストレスチェック
全員：労災保険　有給休暇


